
 

令和２年度高齢者権利擁護等事例等報告検討会について 

 

 

 「令和２年度高齢者権利擁護等事例等報告検討会」は、令和３年３月

に開催を予定していましたが、急激な新型コロナウイルス感染拡大が 

みられたことから、今後の更なる感染拡大も考えられると判断しました。

このことから、山梨県との協議の結果、開催を中止することになりました。 

 なお、「令和２年度高齢者権利擁護等推進員養成研修 ３日目」（令和

３年１月２６日）は、感染予防対策をしたうえで予定通り実施します。 


